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総  会  資  料

岡崎地区安全運転管理連絡協議会

令和７年５月28日（水）

甲　山　会　館



総 会 次 第 
 

１ 開会のことば 

 ２ 交通事故犠牲者への黙祷 

 ３ 令和７年度安全運転管理モデル事業所の委嘱 

 ４ 会長あいさつ 

 ５ 岡崎警察署長あいさつ 

 ６ 来賓祝辞 

 ７ 議    事 

（1）第 1号議案 令和６年度事業報告、並びに決算報告 

（2）第 2号議案 監査結果報告 

（3）第 3号議案 役員改選案 

（4）第４号議案 令和７年度事業計画案、並びに予算案の審議 

８ 閉会のことば 

 
 
 
 
 
 
 

令和７年度安全運転管理モデル事業所

　　　　 龍玉精工株式会社

　　　　 株式会社MINEZAWA

　　　　 株式会社丹羽鉄工所



第 1号議案 
 

令令和和６６年年度度事事業業報報告告  
 

令和６年度岡崎地区安全運転管理連絡協議会においては、基本目標を 
「企業一体となった安全活動を推進して地域社会に貢献しよう」として重点業務に 

１ 組織をあげた安全運転管理の推進 
２ マイカー事故防止対策の推進 
３ 交通安全意識の共有と歩行者保護運転の徹底 

      ４ 地域と連携した交通安全活動の推進 
を取りあげて実施した主な事業は次のとおりである。  
                

１ 会    議 
総 会      １回   ５月 
役員及び理事会 ５回   ７月、８月、１１月、３月（２回） 

を開催して会務の施策を推進した。 
２ 安全運転管理者講習会 

安全運転管理者（４７７会員事業所)  
   ３回 ４７２人受講 ９８．７％ 
      （希望者には、オンライン講習を実施した。） 
副安全運転管理者（１１７会員事業所） 

   １回 １８２人受講 ９３．８％ 
      （希望者には、オンライン講習を実施した。） 

３ 自主交通安全活動の積極的推進 

((11))   ドドラライイブブレレココーーダダーー普普及及促促進進にによよるる自自主主安安全全活活動動のの推推進進  
ア ドライブレコーダー装着車両の普及促進による安全運転管理体制の充実強化 
  ドライブレコーダー普及促進について、合同理事会、交通安全研修会、四季の交通 
安全運動等の機会を活用し、積極的な広報活動を推進した。 

  イ メール会員（５６８事業所～準会員含む）に対し、ドライブレコーダー普及促進に

関する調査を実施したところ、回答件数１２７件（22.3％）から回答があり、総車両
台数 2,461台の内、ドライブレコーダー装着車両台数が 1,680台（68.3％）。 

  特に車両台数           ９ 台以下  120.1％（前年対比） 
    車両台数 50台以上 ～ 60 台未満   111.5％（前年対比） 
    車両台数  70台以上               115.75％（前年対比） 
 と前年に引き続き高水準で、事業所車両のドライブレコーダー装着推進が図られた。 
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((22))   改改正正道道交交法法「「安安全全運運転転管管理理者者のの業業務務ととししててアアルルココーールルチチェェッックク」」等等のの周周知知徹徹底底  
メール会員（５６８事業所～準会員含む業所）対象にした自主交通安全活動を推進  
ア アルコール検知器の使用促進 
  事業所から「飲酒運転」や「酒気帯び運転」等を根絶することを目的にアルコール 
検知器の使用を事業所に促進した。 

  イ 上記と同様の方法によりメール会員を対象に調査した結果、総車両台数 2,461台の 
内、アルコール検知器台数（総数）が 1,228台と 73.1％が活用しているなど、関心の
高さが示された。 
 

((33))    機機関関誌誌「「AAAAKKKK」」へへのの寄寄稿稿    １１５５回回  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（（    AAAAKKKK    令令和和７７年年１１月月号号  ））                      （（    AAAAKKKK    令令和和７７年年１１月月号号    ））  
                
『『    管管理理者者登登場場  』』                                        『『  わわががままちち  』』紹紹介介！！  

上上地地自自動動車車学学校校                                                            愛愛ののああるる  幸幸せせななままちち    
校校長長・・安安全全運運転転管管理理者者    中中根根政政利利  氏氏            ～～  愛愛知知県県    幸幸田田町町  ～～  
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（（    AAAAKKKK    令令和和７７年年３３月月号号    ））  

  
22002255年年  愛愛知知県県交交通通安安全全県県民民大大会会ににおおいいてて  

愛愛知知県県安安全全運運転転管管理理連連絡絡協協議議会会推推薦薦にによよりり、、  
『『交交通通安安全全功功労労者者』』をを受受賞賞  

  
岡岡崎崎地地区区安安全全運運転転管管理理連連絡絡協協議議会会  
服服部部  良良男男  会会長長  
  

  
  
  
  
  

  
  
（（    AAAAKKKK  令令和和７７年年３３月月号号    ））  
  
～～    地地区区協協議議会会だだよよりり    ～～  
岡岡崎崎地地区区安安全全運運転転管管理理連連絡絡協協議議会会        
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((44))    テテレレママテティィススクク技技術術をを活活用用ししたた交交通通安安全全イイベベンントトへへのの積積極極的的なな参参加加にによよるる安安全全運運転転体体  
制制のの充充実実  
 愛知県安全運転管理連絡協議会（以下、ＡＡＫＫ）と「あいおいニッセイ同和損害保険 
株式会社」が主催する「テレマティスク技術を活用した交通安全イベント」に、令和６年

11月中、当協議会からも計 11事業者が参加した。 
スマートフォンと専用タグを活用して、収集したデータに基づき安全運転管理者がドラ 

イバーの運転特性を把握し、実質的な安全指導を行うなど、安全運転管理体制の充実が図 
られた。 
  令和７年２月６日には、愛知県岡崎警察署において、ＡＡＫＫから当協議会の参加事業 
者に交通安全マップや感謝状の贈呈が行われた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

交通安全マップの贈呈          参加団体等による記念撮影 
 

 
((55))    交交通通安安全全情情報報のの提提供供  

会員事業所間のネットワークを整備し、警察・県安管・県安協からの交通安全に関す 
る各種情報を配信した。 
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４ ドライバークラブの活動 
令和６度表彰については 
  ・株式会社マキタ岡崎工場 
  ・豊田鉃工株式会社額田工場 

 の二社が 
無事故・無違反の期間 

金賞 （１０年以上）        １７人 
銀賞 （５年以上１０年未満）    ４０人 
銅賞 （３年以上５年未満）     ４７人   
               合計１０４人 

を受賞した。 
 
５ 会員事業所単位による安全教育の強化 

３５回  約 7,500 人 
を警察の協力を得て、交通安全講話、交通安全映画等により事故実態に即した安全教育を

推進した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

    愛知中央ヤクルト従業員を対象とした交通安全研修会 

 

６ モデル事業所活動の推進 

令和６年度の重点業務を効果的に推進する一環として 
・NDS株式会社岡崎営業所 
・上地自動車学校 
・金星工業株式会社幸田工場 

の３事業所の委嘱を行い、安全運転管理者が立哨活動等に積極的に参加して、交通事情を

観察、問題点を事業所従業員に還元教養し、交通事故防止等安全運転管理体制の向上を図

った。 
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７ 交通安全運動の推進 
（（11）） 各各季季のの交交通通安安全全運運動動等等            
     ☆ 春の全国交通安全運動       ４月 ６日～ ４月１５日（１０日間） 
     ☆ 夏の交通安全県民運動       ７月１１日～ ７月２０日（１０日間） 
     ☆ 秋の全国交通安全運動       ９月２１日～ ９月３０日（１０日間） 
     ☆ 年末の交通安全県民運動     １２月 １日～１２月１０日（１０日間） 
       各間中には全事業所が立看板、のぼり旗の掲出、朝礼時の広報、社内放送、事業 
     所前におけるシートベルト全席着用の広報など、各事業所の幹部及び安全運転管理 
     者を中心とした自主活動を推進し、各種団体とタイアップして交通安全人波作戦、 
     主要駅での交通安全の呼びかけチラシ配布等交通安全運動を強力に推進した。 
 
                      
 

 

 

エエフフエエムムＥＥＧＧＡＡＯＯ交交通通安安全全キキャャララババンン隊隊    イイオオンンモモーールル岡岡崎崎交交通通安安全全キキャャンンペペーーンン  

  

 

 

 

 

  

ＪＪ ＡＡ憩憩のの農農園園ににおおけけるる交交通通安安全全キキャャンンペペーーンン    大大門門学学区区「「ししめめ縄縄」」交交通通安安全全広広報報活活動動

（（  ああいいちち三三河河農農業業協協同同組組合合  ））  
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（（22））  交交通通安安全全のの日日等等ににおおけけるる交交通通安安全全啓啓発発活活動動をを推推進進 

   ☆ 交通死亡事故ゼロの日        毎月１０日、２０日、３０日 
       交通事故死ゼロを目指す日      ４月１０日、９月３０日 
   ☆  子供を交通事故から守る日      毎月１０日 
     ☆ 横断歩道の日                        毎月１０日 
   ☆ 高齢者を交通事故から守る日     毎月３０日（２月は末日） 
     高齢者交通安全週間         ９月１４日～９月２０日 

☆  自転車・二輪車の安全利用の日    毎月２０日 
自転車・二輪車安全利用月間     ５月 
バイクの日             ８月１９日 

☆  飲酒運転根絶の日          毎月第４金曜日 
飲酒運転根絶強調月間        １２月 

☆  「カチッと 100！」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間 
                   ６月１１日～６月２０日 
 
 
 
                                    
 

                
 
 
 
 
  
 

登登校校児児童童にに対対すするる見見守守りり活活動動                                ババイイククのの日日交交通通安安全全キキャャンンペペーーンン        
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８ 受賞及び表彰の伝達等 

 

(1) 交交通通安安全全国国民民運運動動中中央央大大会会ににおおいいてて受受章章 
○  交通栄誉章「緑十字金章」    １名 

  ・ 前山   敏昭 氏    

○ 交通栄誉章「緑十字銀章」  ２名 

  ・ 夏目   栄治 氏 

・ 多々内  丈雄 氏 
 

 

 
 

(2) 交交通通安安全全功功労労者者、、団団体体、、優優良良自自動動車車運運転転者者等等のの表表彰彰 
      ○  中部管区警察局長・中部交通安全協会協議会連盟表彰 

・ 交通安全功労者     １名 
 
○ 交通栄誉章「緑十字銅章」 
・  交通安全功労者     ６名 
・  優良安全運転管理者   ４名 
・  優良自動車運転者        ５名 

  
 
 
                                    令和６年交通安全功労者等表彰式 

○ 愛知県警察本部長・愛知県交通安全協会長連名表彰 

・ 交通安全功労団体   １団体 
・ 交通安全優良校    １団体 
・ 交通安全功労者     ６名 
・ 優良自動車運転者    ４名 
 

○ 交通安全奉仕顕賞 
 
  ・ 愛知県警察本部長・交通安全奉仕顕賞功労金賞  ４名 
  ・ 愛知県岡崎警察署長・交通安全奉仕顕賞功績銀賞 ２名 
  ・ 愛知県岡崎警察署長・交通安全奉仕顕賞功績銅賞 ３名 

をそれぞれ受賞した。 
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９ その他 
(1)  機関誌 AAKK 

毎月会員   509事業所 (準会員含む) 
有償斡旋    19部 

メール配信により安全運転管理の資料とした。 
（2）会員事業所（７社「（株）アイシン岡崎工場」、「（株）エフエム岡崎」、「岡崎信用金庫」、 
「岡崎通運（株）」、「（株）デンソー幸田製作所」、「フタバ産業（株）」、「三菱自動車工業

（株）岡崎製作所」）の女性社員を『岡崎・幸田セーフティレディ』として委嘱をし、各    
季の交通安全運動、交通博、安全パレード等を中心に啓発事業を実施した。 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
委委    嘱嘱    式式                        大大立立哨哨活活動動のの様様子子  
  

（（33））各各種種交交通通安安全全運運動動のの推推進進  
ア 歩行者保護運動 

      横断歩道における歩行者に対する保護意識の取り組みとして、ドライバーには横断
歩道等における歩行者の優先を、歩行者には横断歩道の利用促進とドライバーに対し

て渡る意識と感謝を示す「ハンド・アップ」運動を推進した。 
  イ  「ながら運転」等の根絶 

「ながら運転」や「妨害運転」の根絶を駅はじめ公共施設利用者に呼びかけた。 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
（（  名名鉄鉄東東岡岡崎崎駅駅周周辺辺ににおおけけるる「「ななががらら運運転転」」根根絶絶交交通通安安全全広広報報活活動動のの様様子子  ））  
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 ウ  飲酒運転の根絶 

（ｱ）「飲酒運動四（し）ない運動」の推進 
（ｲ）「ハンドルキーパー」の推進 
 を岡崎警察署・安管会員・岡崎市や幸田町等の関係機関が連携し、広報啓発活動を推

進した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東岡崎駅における飲酒運転撲滅広報     Ｊ Ａ憩の農園における飲酒運転撲滅広報 

（（44））事事業業所所・・自自治治体体等等とと連連携携ししたた交交通通安安全全啓啓発発活活動動                                                        

四季の県民運動や交通事故死ゼロの日など、各会員事業所、自治体、交通安全ボランティア

等が連携した交通安全啓発活動を推進した。 

 
 
 
 
 
 
 
      
  

ピアゴ岡崎北店における合同キャンペーン  マックスバリュ幸田店における合同キャンペーン 
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令和６年度決算書 

 
 
 

１ 総 収 入 金  
 

９,５００,３５５ 円 
 
２ 総 支 出 金  
 

 ７,１６７,９２８ 円 
 
３ 差引次年度繰越金 
 

 ２,３３２,４２７ 円 
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令和６年度 　

　　　　　　単位　(円)

増 減

収入 9,422,302 9,500,355 78,053 　

会費 7,200,000 7,002,250 197,750

会費 7,200,000 7,002,250 197,750 会員　準会員

雑収入 330,000 605,803 275,803

雑収入 330,000 605,803 275,803 預金利息・移転積立金

繰越金 1,892,302 1,892,302  

繰越金 1,892,302 1,892,302  前年度繰越金

　　　　　　単位　(円)

増 減

支出金 9,422,302 7,167,928 2,254,374

運営費 650,000 386,088 263,912

総会費 600,000 375,938 224,062

役員会費 10,000 2,250 7,750

会議費 40,000 7,900 32,100

人件費 1,270,000 1,270,000

職員給 1,270,000 1,270,000

退職積立金 0 0

事務費 210,000 166,146 43,854

旅費交通費 50,000 40,000 10,000

通信費 100,000 71,420 28,580

印刷消耗品 60,000 54,726 5,274

　　岡崎地区安全運転管理連絡協議会決算

収入の部

款 項 目 予算額 決算額
比較

摘要

支出の部

款 項 目 予算額 決算額
比較

摘要

　　　　　　単位　(円)

増 減

 事業費 4,816,000 2,952,598 1,863,402

事業費 2,916,000 1,755,473 1,160,527

AAKK購読料 1,680,000 1,091,070 588,930

講習会費 70,000 50,700 19,300

表彰費 150,000 55,355  94,645

負担金 2,404,000 2,393,096 10,904

県協議会費 1,034,000 1,034,000 県安管協議会費  

事務委託費 1,300,000 1,300,000 事務長事務委託費

その他会費 70,000 59,096 10,904
行政財産使用料
交通安全協会会費

雑費 70,000 0 70,000

慶弔費 50,000 0 50,000

雑費 20,000 0 20,000

予備費 2,302 0 2,302

予備費 2,302 0 2,302

 移転
積立金

0 0

移転積立金 0 0

　単位　(円)

　
増 減

　

備考

款 項 目 予算額 決算額
比較

摘要

1,106,207 1,106,769 562
 

増額    　 0
利息　　562

特別積立金

職員退職引当金　　金　1,106,769 円

令和5年度 令和６年度
比　　較
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　　　　　　単位　(円)

増 減

 事業費 4,816,000 2,952,598 1,863,402

事業費 2,916,000 1,755,473 1,160,527

AAKK購読料 1,680,000 1,091,070 588,930

講習会費 70,000 50,700 19,300

表彰費 150,000 55,355  94,645

負担金 2,404,000 2,393,096 10,904

県協議会費 1,034,000 1,034,000 県安管協議会費  

事務委託費 1,300,000 1,300,000 事務長事務委託費

その他会費 70,000 59,096 10,904
行政財産使用料
交通安全協会会費

雑費 70,000 0 70,000

慶弔費 50,000 0 50,000

雑費 20,000 0 20,000

予備費 2,302 0 2,302

予備費 2,302 0 2,302

 移転
積立金

0 0

移転積立金 0 0

　単位　(円)

　
増 減

　

備考

款 項 目 予算額 決算額
比較

摘要

1,106,207 1,106,769 562
 

増額    　 0
利息　　562

特別積立金

職員退職引当金　　金　1,106,769 円

令和5年度 令和６年度
比　　較
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第３号議案

会　長 服部　良男 会　長 服部　良男

副副  会会  長長 朝朝日日　　啓啓夫夫 副副  会会  長長 朝朝日日　　禎禎朗朗

副 会 長 志賀　爲宏 副 会 長 志賀　爲宏

副 会 長 早川　勝博 オカザキ製パン（株） 副 会 長 早川　勝博 オカザキ製パン（株）

副副  会会  長長 倉倉田田　　長長秀秀 副副  会会  長長 加加藤藤　　博博巳巳 （（株株））ホホンンダダカカーーズズ三三河河

副副  会会  長長 加加藤藤　　博博巳巳 （（株株））ホホンンダダカカーーズズ三三河河 副副  会会  長長 北北村村　　憲憲正正

監　    事 多々内　丈雄 （資）多々内モータース 監　    事多々内　丈雄（資）多々内モータース

監監　　        事事 杉杉浦浦　　勝勝利利 監監　　        事事 峰峰澤澤　　彰彰宏宏

会　　計 小川　成彦 会　　計 小川　成彦

使用者
部　長 小原　　睦 使用者

部　長 小原　　睦

使用者
部　長 石田　知弘 使用者

副部長 石田　知弘

管管理理者者
部部　　長長

北北村村　　憲憲正正
管管理理者者
部部　　長長

白白濱濱　　隆隆久久

管管理理者者
副副部部長長

白白濱濱　　隆隆久久
管管理理者者
副副部部長長

丹丹羽羽剛剛歳歳

研研　　究究
部部　　長長

峰峰澤澤　　彰彰宏宏
研研　　究究
部部　　長長

川川合合生生剛剛

研研　　究究
副副部部長長

吉吉川川　　哲哲昭昭
研研　　究究
副副部部長長

杉杉浦浦　　勝勝利利

研研　　究究
副副部部長長 鈴鈴木木　　敏敏之之 研研　　究究

副副部部長長 鈴鈴木木　　雅雅也也

志賀爲（株）志賀爲（株）

（（株株））ククララタタ産産業業

フフタタババ産産業業（（株株））幸幸田田工工場場 享享成成自自動動車車学学校校

白白濱濱建建設設((株株))

小原建設(株)

（株）豊 （株）豊

（（株株））新新東東 （（株株））新新東東

（（株株））丹丹羽羽鉄鉄工工所所

享享成成自自動動車車学学校校 （（株株））ＭＭＩＩＮＮＥＥＺＺＡＡＷＷＡＡ

龍龍玉玉精精工工（（株株）） 白白濱濱建建設設((株株))

小原建設(株)

（（株株））ＭＭＩＩＮＮＥＥＺＺＡＡＷＷＡＡ フフタタババ産産業業（（株株））幸幸田田工工場場

令和７年度 岡崎地区安全運転管理連絡協議会 役員改選（案）

改選前（旧） 改選後（新）

岡崎信用金庫 岡崎信用金庫

龍龍玉玉精精工工（（株株））

服部工業（株） 服部工業（株）

朝朝日日工工業業（（株株）） 朝朝日日工工業業（（株株））
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第４号議案 

 

令 和 ７ 年 度 事 業 計 画 （案） 
 

基基本本目目標標 

 

企企業業一一体体ととななっったた  安安全全活活動動をを推推進進ししてて  地地域域社社会会にに貢貢献献ししよようう  

 

 

業業務務重重点点  

 

 

    １１  組組織織ををああげげたた安安全全運運転転管管理理のの推推進進  

  

  

  

        ２２  ママイイカカーー事事故故防防止止対対策策のの推推進進  

  

  

  

        ３３  交交通通安安全全意意識識のの共共有有とと歩歩行行者者保保護護運運転転のの徹徹底底  

  

  

  

        ４４  地地域域とと連連携携ししたた交交通通安安全全活活動動のの推推進進  
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第４号議案 

 

令 和 ７ 年 度 事 業 計 画 （案） 
 

基基本本目目標標 

 

企企業業一一体体ととななっったた  安安全全活活動動をを推推進進ししてて  地地域域社社会会にに貢貢献献ししよようう  

 

 

業業務務重重点点  

 

 

    １１  組組織織ををああげげたた安安全全運運転転管管理理のの推推進進  

  

  

  

        ２２  ママイイカカーー事事故故防防止止対対策策のの推推進進  

  

  

  

        ３３  交交通通安安全全意意識識のの共共有有とと歩歩行行者者保保護護運運転転のの徹徹底底  

  

  

  

        ４４  地地域域とと連連携携ししたた交交通通安安全全活活動動のの推推進進  

  

  

  

  

 

 

 

業業務務重重点点のの推推進進  

 

１ 組織をあげた安全運転管理の推進 

((11))  ドライブレコーダー画像の提供に関する協定（仮称）締結 

～ ※ (「令和 ６ 年度事業計画」からの継続案件 ） ～ 

当協議会、岡崎幸田交通安全と愛知県岡崎警察署がドラレコ映像提

供に関する協定を締結し、三者が連携して交通死亡事故の撲滅をはじ

め事件・事故の解決を目指し、地域住民が安心して暮らせる地域社会

の実現を推進する。 

((22))    組組織織的的なな安安全全運運転転管管理理のの推推進進  

  ア  マイナンバーカードと運転免許証の一体化が本年３月24日から開始さ                                れ、運 

転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証は、 

従来の免許証と異なり直接免許情報を確認することができないことから、適正な 

手続きに基づき慎重かつ確実な免許情報の確認に努める。 

イ  ドライブレコーダーやテレマティクスなど新たな管理システムの導入により、

安全運転管理体制の充実強化を図る。 

  ウ 安全運転管理計画を策定し、組織的な活動を推進する。 

エ 交通安全講習会、事故防止検討会の開催など、安全教育の充実による交通安全

意識の浸透を図る。 

 オ 各種表彰制度の活用により、安全運転意識の高揚を図る。 

  カ 外国人従業員向けの交通安全教室を積極的に開催する。 

  キ 大型自動車免許、中型自動車免許及び第二種免許の運転免許受験資格の特例並 

びに若者運転者講習等を周知する。 

ク 送迎バスの置き去り事案を防ぐため、送迎バスには国のガイドラインに基づく

安全装置を設置するとともに、目視確認するなど送迎バスの安全管理を徹底する。    

((33))    安安全全運運転転管管理理者者等等にに対対すするる安安全全運運転転管管理理能能力力向向上上対対策策のの推推進進  

ア 法定講習の受講が安全運転管理の基本であることから、警察署交通課と連携す

ることにより安全運転管理者等全員の受講を目指し、安全運転管理能力の向上を

図る。 

イ 交通事故の発生傾向や特徴を分析した資料等を提供し、事故実態に応じた指導

を促進する。 
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ウ 安全運転管理者等に運転適性検査指導者講習を受講させ、管理能力の向上を図

る。 

エ 運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの確認等、記録の１年保 

管に加え、検知器の有効期限や動作の点検確認等、安全運転管理者の業務遂行を 

徹底する。 

オ 安全運転中央研修所の研修費補助事業 

  当協議会加盟事業所を対象に、安全運転管理者等のレベルアップを図るため、

下記内容の補助事業を継続する。 

・ 研修施設～安全運転中央研修所(茨城県) 

・ 研修課程～安全運転管理過程(４日間) 研修費（93,500円) 

・ 対象者～原則安全運転管理者又は副安全運転管理者で年度内 1名 

・ 補助金～60,000円 

 研修参加者は、合同理事会等の機会に研修結果を還元教育していただく。 

((44))    安安全全運運転転管管理理者者未未選選任任事事業業所所のの発発見見、、選選任任及及びび入入会会のの勧勧奨奨  

   ア 安全運転管理者未選任事業所の発見活動を推進し、未選任事業所の一掃を図る。 

  イ 地区安全運転管理連絡協議会への入会を勧奨して交通安全活動への参加を促

し、交通安全活動の充実と組織基盤の強化を図る。 

((55))    安安全全運運転転管管理理モモデデルル事事業業所所活活動動のの推推進進  

 ア 警察署長・地区協議会長の連名により「安全運転管理モデル事業所」の委嘱を

行い、安全運転管理者の業務を効果的に推進して交通事故の防止を図り、その成

果を各事業所及び地域に波及させる。 

  イ モデル事業所の活動状況を機関誌「ＡＡＫＫ」で紹介し、優秀な事業所には表

彰を行う。 

  ウ 安全運転管理モデル事業所活動の実施要領・・・ホームページ「安全運転管理

モデル事業所活動」のとおり。 

((66))    交交通通安安全全教教育育のの強強化化  

   ア 歩行者保護運転を徹底する。 

 イ 「ながら運転」の違法性を啓発するとともに、「ながら運転」が引き起こす事 

    故の重大性、悲惨さ等を浸透させてその根絶を図る。 

ウ 新入社員等に対して、企業人としての運転マナーの確立を図る。 

   エ 運転適性検査を実施して結果を活用する。 

   オ 「エコ＆セーフティ無事故・無違反運動」に参加する。 

 

 

 

   カ 特に高速道路においては、追い越し用の車両通行帯を漫然と走行することなく 

適切な車間距離を確保し、車両ごとの法定速度を遵守するなど、安全走行を徹底

する。 

((77))    高高齢齢ドドラライイババーーのの事事故故防防止止対対策策のの推推進進  

   ア 交通安全教育シミュレータ等を活用した交通安全教育などを通じて、高齢ドラ

イバーに身体機能の変化を理解させる。 

   イ 加齢に伴う身体能力の低下を補う機能を備えた安全運転サポート車は、その安

全機能を過信すれば事故抑止効果も失われてしまうことから、ドライバーとして

の責任を持った安全運転を徹底する。 

   ウ 一定期間に複数回の交通事故の当事者となったドライバーに対しては、当該事

故の状況や健康状態等を踏まえた交通安全教育を実施するほか、安全運転サポー

ト車の導入と運転免許証自主返納の検討を促す。 

   エ 一定の違反のある高齢運転者への運転免許更新時における運転技能検査や申

請による運転免許の条件付与（サポカー限定免許）等を周知する。 

((88))    夕夕暮暮れれ時時及及びび夜夜間間対対策策のの推推進進  

ア 交通死亡事故が多発する夕暮れ時及び夜間を重点とした対策を推進する。 

イ 夕暮れ時に多発する歩行者・自転車利用者との事故を抑止するため、前照灯を 

  早めに点灯するライト・オン運動を推進する。 

ウ 夜間、歩行者等を早期に発見するため、ハイビームの活用を徹底する。 

   

２ マイカー事故防止対策の推進 

((11))    ママイイカカーーのの掌掌握握とと指指導導のの徹徹底底  

  ア マイカー保有者を確実に掌握し、運転免許証、車検証、保険加入状況等を確認

する。 

   イ マイカー通勤者に通勤経路マップを作成させ、これに基づいた具体的な指導を

行う。 

  ウ 本年４月１日に施行された改正道路交通法施行規則により、最高出力を抑えた

総排気量 125CC以下の二輪車も原付免許で運転できる「新基準原付」が運用にな

るが、２段階右折など原付特有の交通ルールに変更はないこと等、原付の交通ル

ールを再度、周知徹底する。 
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ウ 安全運転管理者等に運転適性検査指導者講習を受講させ、管理能力の向上を図

る。 

エ 運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの確認等、記録の１年保 

管に加え、検知器の有効期限や動作の点検確認等、安全運転管理者の業務遂行を 

徹底する。 

オ 安全運転中央研修所の研修費補助事業 

  当協議会加盟事業所を対象に、安全運転管理者等のレベルアップを図るため、

下記内容の補助事業を継続する。 

・ 研修施設～安全運転中央研修所(茨城県) 

・ 研修課程～安全運転管理過程(４日間) 研修費（93,500円) 

・ 対象者～原則安全運転管理者又は副安全運転管理者で年度内 1名 

・ 補助金～60,000円 

 研修参加者は、合同理事会等の機会に研修結果を還元教育していただく。 

((44))    安安全全運運転転管管理理者者未未選選任任事事業業所所のの発発見見、、選選任任及及びび入入会会のの勧勧奨奨  

   ア 安全運転管理者未選任事業所の発見活動を推進し、未選任事業所の一掃を図る。 

  イ 地区安全運転管理連絡協議会への入会を勧奨して交通安全活動への参加を促

し、交通安全活動の充実と組織基盤の強化を図る。 

((55))    安安全全運運転転管管理理モモデデルル事事業業所所活活動動のの推推進進  

 ア 警察署長・地区協議会長の連名により「安全運転管理モデル事業所」の委嘱を

行い、安全運転管理者の業務を効果的に推進して交通事故の防止を図り、その成

果を各事業所及び地域に波及させる。 

  イ モデル事業所の活動状況を機関誌「ＡＡＫＫ」で紹介し、優秀な事業所には表

彰を行う。 

  ウ 安全運転管理モデル事業所活動の実施要領・・・ホームページ「安全運転管理

モデル事業所活動」のとおり。 

((66))    交交通通安安全全教教育育のの強強化化  

   ア 歩行者保護運転を徹底する。 

 イ 「ながら運転」の違法性を啓発するとともに、「ながら運転」が引き起こす事 

    故の重大性、悲惨さ等を浸透させてその根絶を図る。 

ウ 新入社員等に対して、企業人としての運転マナーの確立を図る。 

   エ 運転適性検査を実施して結果を活用する。 

   オ 「エコ＆セーフティ無事故・無違反運動」に参加する。 

 

 

 

   カ 特に高速道路においては、追い越し用の車両通行帯を漫然と走行することなく 

適切な車間距離を確保し、車両ごとの法定速度を遵守するなど、安全走行を徹底

する。 

((77))    高高齢齢ドドラライイババーーのの事事故故防防止止対対策策のの推推進進  

   ア 交通安全教育シミュレータ等を活用した交通安全教育などを通じて、高齢ドラ

イバーに身体機能の変化を理解させる。 

   イ 加齢に伴う身体能力の低下を補う機能を備えた安全運転サポート車は、その安

全機能を過信すれば事故抑止効果も失われてしまうことから、ドライバーとして

の責任を持った安全運転を徹底する。 

   ウ 一定期間に複数回の交通事故の当事者となったドライバーに対しては、当該事

故の状況や健康状態等を踏まえた交通安全教育を実施するほか、安全運転サポー

ト車の導入と運転免許証自主返納の検討を促す。 

   エ 一定の違反のある高齢運転者への運転免許更新時における運転技能検査や申

請による運転免許の条件付与（サポカー限定免許）等を周知する。 

((88))    夕夕暮暮れれ時時及及びび夜夜間間対対策策のの推推進進  

ア 交通死亡事故が多発する夕暮れ時及び夜間を重点とした対策を推進する。 

イ 夕暮れ時に多発する歩行者・自転車利用者との事故を抑止するため、前照灯を 

  早めに点灯するライト・オン運動を推進する。 

ウ 夜間、歩行者等を早期に発見するため、ハイビームの活用を徹底する。 

   

２ マイカー事故防止対策の推進 

((11))    ママイイカカーーのの掌掌握握とと指指導導のの徹徹底底  

  ア マイカー保有者を確実に掌握し、運転免許証、車検証、保険加入状況等を確認

する。 

   イ マイカー通勤者に通勤経路マップを作成させ、これに基づいた具体的な指導を

行う。 

  ウ 本年４月１日に施行された改正道路交通法施行規則により、最高出力を抑えた

総排気量 125CC以下の二輪車も原付免許で運転できる「新基準原付」が運用にな

るが、２段階右折など原付特有の交通ルールに変更はないこと等、原付の交通ル

ールを再度、周知徹底する。 
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((22))    ドドラライイババーーククララブブのの結結成成とと活活動動のの強強化化  

ア ドライバークラブによる自主的な交通安全活動の計画と実行を促す。 

イ 優良運転者に対する表彰(ドライバークラブ表彰等)を積極的に行い、交通安全

意識の高揚を図る。 

ウ 自転車通勤者のグループ化を図り、ドライバークラブに準じた指導を行う。 

((33))    被被害害軽軽減減対対策策のの推推進進  

ア 全席シートベルトの着用及びチャイルドシートの正しい使用を徹底する。 

イ 二輪車運転者に対してヘルメットの着用を徹底し、各種プロテクター、エアバ 

ッグジャケットの着用を促進する。 

ウ 自転車利用者のヘルメットの着用を促進する。 

((44))    飲飲酒酒運運転転等等根根絶絶対対策策のの推推進進  

ア 飲酒運転の根絶に向けた規範意識を確立する。  

イ 飲酒運転を助長する環境を根絶する。 

（ｱ）飲酒を伴う会合の届け出と事前指導を徹底する。 

(ｲ) 飲酒運転周辺三罪（酒類提供・車両・同乗）の根絶運動を推進する。 

((55))    自自転転車車安安全全利利用用のの促促進進  

ア 昨年 11月 1 日から自転車を運転しながらスマートフォン等を使用する「ながら

スマホ」の罰則が強化され、併せて「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対

象となったことなど、自転車の交通ルールを周知徹底する。 

イ 自転車利用者に対し、「自転車は車のなかま（車両）であること」を認識させる

とともに「自転車安全利用五則」を周知して実践させる。 

①  車道が原則、左側を通行  

歩道は例外、歩行者を優先 

②  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③  夜間はライトを点灯 

④  飲酒運転は禁止 

⑤  ヘルメットを着用 

   ウ すべての自転車利用者に対しヘルメット着用を周知徹底するとともに自主的

な反射材用品の着用を推進する。 

   エ 自転車の交通事故により生じた損害を賠償する保険等への加入を促す。 

（（66））特特定定小小型型原原動動機機付付自自転転車車にに関関すするる交交通通ルルーールル等等のの周周知知  

          特定小型原動機付自転車の交通方法等について、性能上の最高速度が自転車と同 

─20─



 

 

 

((22))    ドドラライイババーーククララブブのの結結成成とと活活動動のの強強化化  

ア ドライバークラブによる自主的な交通安全活動の計画と実行を促す。 

イ 優良運転者に対する表彰(ドライバークラブ表彰等)を積極的に行い、交通安全

意識の高揚を図る。 

ウ 自転車通勤者のグループ化を図り、ドライバークラブに準じた指導を行う。 

((33))    被被害害軽軽減減対対策策のの推推進進  

ア 全席シートベルトの着用及びチャイルドシートの正しい使用を徹底する。 

イ 二輪車運転者に対してヘルメットの着用を徹底し、各種プロテクター、エアバ 

ッグジャケットの着用を促進する。 

ウ 自転車利用者のヘルメットの着用を促進する。 

((44))    飲飲酒酒運運転転等等根根絶絶対対策策のの推推進進  

ア 飲酒運転の根絶に向けた規範意識を確立する。  

イ 飲酒運転を助長する環境を根絶する。 

（ｱ）飲酒を伴う会合の届け出と事前指導を徹底する。 

(ｲ) 飲酒運転周辺三罪（酒類提供・車両・同乗）の根絶運動を推進する。 

((55))    自自転転車車安安全全利利用用のの促促進進  

ア 昨年 11月 1 日から自転車を運転しながらスマートフォン等を使用する「ながら

スマホ」の罰則が強化され、併せて「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対

象となったことなど、自転車の交通ルールを周知徹底する。 

イ 自転車利用者に対し、「自転車は車のなかま（車両）であること」を認識させる

とともに「自転車安全利用五則」を周知して実践させる。 

①  車道が原則、左側を通行  

歩道は例外、歩行者を優先 

②  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③  夜間はライトを点灯 

④  飲酒運転は禁止 

⑤  ヘルメットを着用 

   ウ すべての自転車利用者に対しヘルメット着用を周知徹底するとともに自主的

な反射材用品の着用を推進する。 

   エ 自転車の交通事故により生じた損害を賠償する保険等への加入を促す。 

（（66））特特定定小小型型原原動動機機付付自自転転車車にに関関すするる交交通通ルルーールル等等のの周周知知  

          特定小型原動機付自転車の交通方法等について、性能上の最高速度が自転車と同 

 

 

 

  程度であるなど一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転 

車として走行場所が自転車と同様となるなど、新たな交通ルール等を正しく理解し、 

遵守するよう周知する。 

 

３ 交通安全意識の共有と歩行者保護運転の徹底 

((11))    交交通通安安全全意意識識のの共共有有  

   ア 自動車の安全機能が急速に進化している今日こそ、ドライバー自身の安全意識

が重要であることの理会を深める。 

  イ 安全運転を続けることの価値を認め合い、相互に交通安全意識を高め、広く共

有することによって安全で快適な交通環境を創出するための意識基盤を醸成する。 

  ウ 高齢者の身体機能が低下することは当然であり、そのような高齢者に対して多

くの安全行動を期待するのではなく、ドライバー自身が高齢者の過失やミスを補

う運転行動を徹底するなど、「車が人を守る」交通安全意識を共有する。 

エ  多発する交差点関連事故の抑止を図るため、道路交通法に定められた右左折方

法等を周知徹底する。 

((22))    歩歩行行者者保保護護運運転転のの徹徹底底  

ア  横断歩道付近では積極的に歩行者や自転車の発見に努め、横断中や横断しよう

としている歩行者等がいた場合には、横断歩道の手前で確実に停止する。 

イ 路面に表示された「ひし形（ダイヤマーク）」は前方に横断歩道があることを示

しているので、走行中の路面にダイヤマークを見つけたらアクセルを戻して減速

し、前方の横断歩道周辺における横断歩行者等の有無を確認する。 

ウ 特に住宅地を通行するときは、横断歩道以外の場所でも歩行者が横断すること

を予測して慎重に通行する。 

エ 子供や高齢者は、道路を横断するときに接近する車に気がついていないことが

あることから、道路を横断していたり、横断しようとする子供や高齢者を見掛け

た場合には、自動車の接近に気付いていないことを前提として減速・停止し、子

供や高齢者を守る思いやり運転に努める。 

オ 信号無視や乱横断（横断禁止場所での横断等）等をする歩行者や自転車もいる

ことを予測した運転に努める。 
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４ 地域と連携した交通安全活動の推進 

((11))    各各季季のの交交通通安安全全運運動動等等  

  ア 春の全国交通安全運動  ４月６日（日）～ ４月 15日（火） (10日間) 

                    (県内一斉大監視  ４月 10日(木)午前７時～９時の間) 

  イ 夏の交通安全県民運動  ７月 11日(金) ～ ７月 20日（日） (10日間) 

                     (県内一斉大監視  ７月 16日(火)午前７時～９時の間) 

   ウ 秋の全国交通安全運動  ９月 21日(日)  ～ ９月 30日(火) (10日間) 

                      (県内一斉大監視   ９月 26日(金)午後４時～６時の間) 

 エ 年末の交通安全県民運動 12月１日(月)  ～ 12月 10日(水) (10日間) 

                  (県内一斉大監視  12月５日(金)午後４時～６時の間) 

  

((22))    交交通通安安全全のの日日等等  

ア  交通事故死ゼロの日      毎月 10日、20日、30日 

       交通事故死ゼロを目指す日      ４月 10日(木)、９月 30日（火） 

イ 子供を交通事故から守る日   毎月 10日 

ウ 横断歩道の日         毎月 10日 

エ 高齢者を交通事故から守る日  毎月 30日(２月は末日)  

    高齢者交通安全週間          ９月 14日(日) ～ ９月 20日(土) 

オ 自転車・二輪車の安全利用の日 毎月 20日 

  自転車・二輪車安全利用月間  ５月 

  バイクの日          ８月 19日(火) 

カ 飲酒運転根絶の日       毎月第４金曜日 

  飲酒運転根絶強調月間     12月 

キ 「カチッと 100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底強化旬間 

                 ６月 11日（水）～ ６月 20日（金） 

                 11月 11日（火）～11月 20日（木） 

((33))    各各種種交交通通安安全全運運動動のの推推進進  

   ア 歩行者保護運動 

    横断歩道における歩行者に対する保護意識の醸成を図る取組を一層強化する。 

ドライバーには横断歩道等における歩行者の優先を、歩行者には横断歩道の利用促 

進とドライバーに対して渡る意識と感謝を示す「ハンド・アップ運動」を推進する。 
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  イ 「ながら運転」等の根絶 

  （ｱ）「ながら運転」の根絶 

   (ｲ)「妨害運転」の根絶 

  ウ 飲酒運転の根絶 

  （ｱ）「飲酒運転四（し）ない運動」の推進 

    ○ 運転するなら酒を飲まない。 

    ○ 酒を飲んだら運転しない。 

     ○ 運転する人に酒をすすめない。 

     ○ 酒を飲んだ人に運転させない。 

  (ｲ)「ハンドルキーパー運動」の推進 

    自動車で仲間や知人と飲食店などへ行く場合、お酒を飲まない人（ハンドル 

キーパー）を決め、その人が自動車の運転をして仲間等を送り届ける。 

エ 交通安全スリーＳ運動 

   ① Ｓtop（ストップ） 

〇 赤信号は確実にストップ、一時停止場所では自転車もストップ 

〇 横断歩道や交差点では歩行者優先 

〇 飲酒運転の根絶 

② Ｓlow（スロー） 

〇 こどもや高齢者を見かけたらスローな運転 

〇 見通しが悪い交差点では徐行 

③ Ｓmart（スマート） 

   〇 全ての人に対して思いやりを持った運転と、運転中にはスマートフォン 

等を絶対使用しないスマートな運転 

〇 シートベルトの全席着用の徹底 

○ 急発進や急制動をしない、落ち着いたアクセルの踏み込みなど、環境に 

配慮したスマートな運転 

オ ライト・オン運動(夕暮れ時の前照灯早め点灯運動) 

（ｱ）点灯時刻の目安 

   日没時刻のおおむね１時間前(雨天等視界の不良時は、昼間でも点灯) 

 (ｲ) 歩行者・自転車利用者の明るい服装と反射材の利用促進 

   カ  「カチッと 100!」シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動 

        ～  後部座席を含む全席着用率 100%をめざして  ～ 
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((44))    街街頭頭活活動動等等のの推推進進  

ア 地域の関係機関・団体と連携し、各季の交通安全運動、交通事故死ゼロの日など 

を中心に、積極的な交通安全立哨活動、交通安全キャンペーン等を推進する。 

イ 交通安全立哨活動は学童横断場所を中心に実施するなど、通学保護にも配意する。 

ウ 地域住民との交流会を開催する。 
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一一般般業業務務のの推推進進  

 

１ 会議等 

(1)  総会  

      事業計画・予算、事業報告・決算及び本会運営上の重要な事項を審議する。 

(2)  理事会 

      会務の執行に関する事項、総会に付議すべき事項などについて審議する。 

(3)  上記のほか、緊急に処理しなければならない事案が発生した場合には、臨時に会 

  議を開催する。 

 

２ 警察、県・市町及び関係機関・団体との連携強化 

警察、県・市町、(一財)愛知県交通安全協会等の交通安全関係機関・団体との連携 

を強化し、安全運転管理等に係る情報の共有化を図る。 

 

３  Ｅメール等による交通情報等の配信・提供 

警察本部・警察署・県安管・県安協等関係機関と協力・連携してＥメール等の普及 

促進を図り、交通情勢に対応した交通情報などを迅速に提供する。 

 

４ 交通安全教育用ＤＶＤの貸出 

交通安全教育用ＤＶＤを整備して会員事業所への無料貸出しを実施し、交通安全教 

育の充実を図る。 

 交通安全教育用ＤＶＤ 

 ① 日々是安全 ～ 加齢による変化と上手に付き合う ～ 

 ② 自転車とヘルメットはワンセット 

 ③ ＪＡ共済 交通安全啓発ムービー 

 

５ のぼり旗、ハンドプレート、帽子、ベストの配布 
  会員事業所の立哨・啓発を支援するため上記資機材を配布する。 

 

6 表 彰 
  安全運転管理に功労のあった人及び団体、優良自動車運転者の推薦事務を行う。 
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法法定定講講習習  

  道路交通法第 108条の２の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の法定

講習を次のとおり実施する。 

 

１  安全運転管理者講習           ３回（内未受講１回） 

  ※1,000人収容の「さくらホール」で、開催します。 

   受講案内は、愛知県安全運転管理協議会から一括発送します。 

※オンライン講習を実施します。受講通知書が届きましたら、事業所を管轄する

警察署（岡崎署）交通課総務係で受付します。 

  なお、愛知県証紙の販売は、岡崎幸田交通安全協会（免許窓口）で取扱います。 

 

  ※ 受講日 

     ・第 1回～令和７年７月４日（金）幸田町民会館さくらホール 

・第 2回～令和７年９月５日（金）幸田町民会館さくらホール 

                             （蒲郡署管内事業所合同） 

・未受講～令和７年 11月 11日（火）幸田町民会館さくらホール 

     

 

２ 副安全運転管理者講習          1回 

     令和８年２月３日の間（火）幸田町民会館さくらホールで開催します。 

   

 

３ 講習受講率の向上 

   未受講者に対する再通知を徹底するなど、警察署交通課との連携により講習受講率 

を向上させ、交通安全教育基盤の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 講習時間割 

(1) 安全運転管理者 

 

 時    間 内       容 

 ９：15 ～ ９：45 受   付 

 ９：45 ～ ９：55 受  講  案  内  等 

 9：55 ～ 12：00  講    習 

 12：00 ～ 12：45  休   憩 

 12：45 ～ 16：30  講   習 

 

 

(2)  副安全運転管理者 

 

 時    間 内         容 

 12：00 ～ 12：30  受   付 

 12：30 ～ 12：40  講習案内等 

 12：40 ～ 16：30  講   習 
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４ 講習時間割 

(1) 安全運転管理者 

 

 時    間 内       容 

 ９：15 ～ ９：45 受   付 

 ９：45 ～ ９：55 受  講  案  内  等 

 9：55 ～ 12：00  講    習 

 12：00 ～ 12：45  休   憩 

 12：45 ～ 16：30  講   習 

 

 

(2)  副安全運転管理者 

 

 時    間 内         容 

 12：00 ～ 12：30  受   付 

 12：30 ～ 12：40  講習案内等 

 12：40 ～ 16：30  講   習 
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令和７年度

円

円

円

 

収入の部 単位　(円)

増 減

収入金 9,422,302 9,532,427 110,125

会費 7,200,000 7,100,000 100,000

会費 7,200,000 7,100,000 100,000

雑収入 330,000 100,000 230,000

雑収入 330,000 100,000 230,000

繰越金 1,892,302 2,332,427 440,125

繰越金 1,892,302 2,332,427 440,125 前年度繰越金

　  

繰　　越　　金 0

　　岡崎地区安全運転管理連絡協議会予算(案）

収　入　の　部 9,532,427

支　出　の　部 9,532,427

摘要款 項 目 前年度予算額 本年度予算額
比較

支出の部 　　　　　　単位 (円)

増 減

支出金 9,422,302 9,532,427 110,125

運営費 650,000 650,000

総会費 600,000 600,000

役員会費 10,000 10,000 　  

会議費 40,000 40,000  

人件費 1,270,000 1,270,000

職員給 1,270,000 1,270,000  

退職積立金 0 0

事務費 210,000 210,000

旅費交通費 50,000 50,000

通信費 100,000 100,000

印刷消耗品 60,000 60,000

事業費 4,816,000 4,936,000 120,000

事業費 2,916,000 4,416,000 1,500,000

AAKK購読料 1,680,000 300,000 1,380,000   

講習会費 70,000 70,000

表彰費 150,000 150,000 　

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額
比較

摘要
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支出の部 　　　　　　単位 (円)

増 減

支出金 9,422,302 9,532,427 110,125

運営費 650,000 650,000

総会費 600,000 600,000

役員会費 10,000 10,000 　  

会議費 40,000 40,000  

人件費 1,270,000 1,270,000

職員給 1,270,000 1,270,000  

退職積立金 0 0

事務費 210,000 210,000

旅費交通費 50,000 50,000

通信費 100,000 100,000

印刷消耗品 60,000 60,000

事業費 4,816,000 4,936,000 120,000

事業費 2,916,000 4,416,000 1,500,000

AAKK購読料 1,680,000 300,000 1,380,000   

講習会費 70,000 70,000

表彰費 150,000 150,000 　

款 項 目 前年度予算額 本年度予算額
比較

摘要
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　　　　　　単位 (円)

増 減

負担金 2,404,000 2,390,000 14,000

県協議会費 1,034,000 1,020,000 14,000 県安管協議会費

事務委託費 1,300,000 1,300,000  安全協会岡崎支部

その他会費 70,000 70,000
安全協会会費
行政財産使用料

雑  費 70,000 70,000  

慶弔費 50,000 50,000

雑  費 20,000 20,000  

予備費 2,302 6,427 4,125

予備費 2,302 6,427 4,125

   備考　本予算執行については、項目の流用をすることができる。

摘要款 項 目 前年度予算額 本年度予算額
比較
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